
告

示

(

第
九
百
二
十
四
号)

○
漁
業
共
済
の
加
入
区
の
設
定
の
一
部
変
更

(

漁
業
管
理
課)

一

選
挙
管
理
委
員
会

○
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定
の
一
部
改
正

(

市
町
村
支
援
課)

一

正

誤

○
福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

平
成
二
十
年
三
月
福
岡
県

規
則
第
三
十
六
号)

中
正
誤

二

福
岡
県
告
示
第
九
百
二
十
四
号

漁
業
共
済
の
加
入
区
の
設
定

(

平
成
八
年
十
二
月
福
岡
県
告
示
第
二
千
二
百
六
十
三
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
漁
業
災
害
補
償
法

施
行
令

(

昭
和
三
十
九
年
政
令
第
二
百
九
十
三
号)

第
十
八
条
の
五
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
四
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

表
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
四
号

長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定

(

昭
和
四
十
五
年
八
月
福
岡
県
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
二
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
四
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

辺

俊

明

一

病
院

飯
塚
市
の
項
中

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、

二

老
人
ホ
ー
ム
の
項
中

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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目

次

告

示

特
定
の
り
大
川
加
入
区

大
川
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
及
び

三
又
青
木
漁
業
協
同
組
合
の
地
区

の
り
養
殖
業

特
定
の
り
大
川
加
入
区

大
川
漁
業
協
同
組
合
の
地
区

の
り
養
殖
業

選
挙
管
理
委
員
会
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｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
る
。

12

保
健
福
祉
環
境
事
務
所
長
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
福
祉
労
働
部
障
害
者
福
祉
課
関
係
の
事
務
を

委
任
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
児
童
相
談
所
長
が
そ
の
権
限
を
行

使
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
も
の
と
し
、
大
牟
田
市
の
区
域
に
お
け
る
第
二
号
か
ら
第
四
号
、
第
六
号

、
第
八
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
山
門
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
長
に
、
久
留
米
市

の
区
域
に
お
け
る
第
九
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
久
留
米
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
長
に
委
任
す

る
も
の
と
す
る
。

一

児
童
福
祉
法

(

以
下
こ
の
号
中

｢

法｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ

法
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
四
親
等
内
の
児
童
以
外
の
児
童
を
同

居
さ
せ
、
又
は
同
居
を
や
め
た
と
き
そ
の
旨
の
届
出
を
受
領
す
る
こ
と
。

二

身
体
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
。
以
下
こ
の
号
中

｢

法｣

と
い

う
。)

の
施
行
に
関
す
る
事
務

こ
の
号
中
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号)

を

｢

施
行
令｣
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正

誤

20
・
３
・
31

発
行
年
月
日

2804
増刊②

公
報
番
号

規

則

種

類

36
同
上
番
号

70
ペ
ー
ジ

上
欄

○ 下

17 行

挿
入

備

考

17
行
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

正

誤



と
い
う
。

イ

法
第
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
町
村
の
援
護

(

法
第
十
八
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連

絡
調
整
並
び
に
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
。

ロ

法
第
十
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
身
体
障
害
者
の
福
祉
に
関
し
、
管
轄
区
域

に
お
け
る
実
情
の
把
握
を
行
う
こ
と
。

三

知
的
障
害
者
福
祉
法

(
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
。
以
下
こ
の
号
中

｢

法｣

と
い
う
。

)

の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ

法
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
町
村
の
更
生
援
護

(

法
第
十
六
条
第
一

項
第
二
号
の
措
置
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
並

び
に
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
を
行
う
こ
と
。

ロ

法
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
的
障
害
者
の
福
祉
に
関
し
、
管
轄
区

域
に
お
け
る
実
情
の
把
握
に
努
め
る
こ
と
。

四

社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法

(

以
下
こ
の
号
中

｢

法｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
関

す
る
事
務

こ
の
号
中
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
施
行
規
則
を

｢
施
行
規
則｣

と
い
う
。

イ

施
行
規
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
共
済
契
約
の
申
込
み
に
係
る
社
会
福
祉
施
設

又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
が
社
会
福
祉
施
設
又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を

行
う
こ
と
。

ロ

施
行
規
則
第
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出

に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
同
項
各
号
に
規
定
す
る
施
設
若
し
く
は
事
業
の
い
ず
れ
か
で
あ

る
こ
と
の
証
明
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
当
該
申

出
を
行
う
共
済
契
約
者
が
経
営
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

五

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
。
以
下

こ
の
号
中

｢

法｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
障
害
児
福
祉
手
当
及
び
特
別
障

害
者
手
当
に
関
す
る
事
務

イ

法
第
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
障
害
児
福
祉
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
。

ロ

法
第
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
障
害
児
福
祉
手
当
の
受
給
資
格
を
認
定
す
る
こ
と
。

ハ

法
第
二
十
条
又
は
法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
障
害
児
福
祉
手
当
の
支
給
を
制
限
す

る
こ
と
。

ニ

法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
障
害
児
福
祉
手
当
の
返
還
を
命
ず
る
こ
と
。

ホ

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
障
害
児
福
祉
手
当
に
関
す
る
不
正
利
得
を
徴
収

す
る
こ
と
。

ヘ

法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
障
害
児
福
祉
手

当
の
受
給
資
格
を
認
定
す
る
こ
と
。

ト

法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
命
令
に
従
わ
な
い
者

等
に
対
し
て
、
障
害
児
福
祉
手
当
を
支
給
し
な
い
こ
と
。

チ

法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
届
出
を
行
わ
な
い
者

等
に
対
し
て
、
障
害
児
福
祉
手
当
の
支
払
い
を
一
時
差
し
止
め
る
こ
と
。

リ

法
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
別
障
害
者
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
。

ヌ

法
第
二
十
六
条
の
四
の
規
定
又
は
法
第
二
十
六
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
条
又

は
法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
別
障
害
者
手
当
の
支
給
を
制
限
す
る
こ
と
。

ル

法
第
二
十
六
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
別
障
害

者
手
当
の
受
給
資
格
を
認
定
す
る
こ
と
。

ヲ

法
第
二
十
六
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
命
令
に
従
わ
な

い
者
等
に
対
し
て
、
特
別
障
害
者
手
当
を
支
給
し
な
い
こ
と
。

ワ

法
第
二
十
六
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
届
出
を
行
わ
な

い
者
等
に
対
し
て
、
特
別
障
害
者
手
当
の
支
払
い
を
一
時
差
し
止
め
る
こ
と
。

カ

法
第
二
十
六
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
別
障
害
者
手

当
の
受
給
資
格
を
認
定
す
る
こ
と
。

ヨ

法
第
二
十
六
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
別

障
害
者
手
当
の
返
還
を
命
ず
る
こ
と
。

タ

法
第
二
十
六
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
別

障
害
者
手
当
に
関
す
る
不
正
利
得
を
徴
収
す
る
こ
と
。

レ

法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
届
出
等
を
受
領
す
る
こ
と
。

ソ

法
第
三
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
必
要
書
類
の
提
出
命
令
等
を
行
う
こ
と
。

ツ

法
第
三
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
資
料
の
提
供
等
を
求
め
る
こ
と
。

六

登
録
免
許
税
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

� � � � ���������	 
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こ
の
号
中
登
録
免
許
税
法
施
行
規
則
を

｢

施
行
規
則｣

と
い
う
。

イ

施
行
規
則
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
記
に
係
る
不
動
産
が
社
会
福
祉
法
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

七

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
。
以
下
こ
の
号
中

「
改
正
法｣
と
い
う
。)

附
則
第
九
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
支
給
す
る
改
正
法
第
七
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律

(

以
下
こ
の
号
中

｢

旧

法｣

と
い
う
。)

に
よ
る
福
祉
手
当
に
関
す
る
事
務

イ

旧
法
第
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
祉
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
。

ロ

改
正
法
附
則
第
九
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
改
正
後
の
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の

支
給
に
関
す
る
法
律

(

以
下
こ
の
号
中

｢

新
法｣

と
い
う
。)

第
二
十
条
又
は
新
法
第
二
十
一

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
祉
手
当
の
支
給
を
制
限
す
る
こ
と
。

ハ

改
正
法
附
則
第
九
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
福
祉
手
当
の
返
還
を
命
ず
る
こ
と
。

ニ

旧
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
祉
手
当
に
関
す
る
不
正
利
得
を
徴
収
す
る

こ
と
。

ホ

旧
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
祉
手
当

の
受
給
資
格
を
認
定
す
る
こ
と
。

ヘ

旧
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
法
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
命
令
に
従
わ
な

い
者
等
に
対
し
て
、
福
祉
手
当
を
支
給
し
な
い
こ
と
。

ト

旧
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
法
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
届
出
を
行
わ
な

い
者
等
に
対
し
て
、
福
祉
手
当
の
支
払
い
を
一
時
差
し
止
め
る
こ
と
。

チ

旧
法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
届
出
等
を
受
領
す
る
こ
と
。

リ

旧
法
第
三
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
必
要
書
類
の
提
出
命
令
等
を
行
う
こ
と
。

ヌ

旧
法
第
三
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
資
料
の
提
供
等
を
求
め
る
こ
と
。

八

福
岡
県
税
条
例

(

以
下
こ
の
号
中

｢

条
例｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

九

障
害
者
自
立
支
援
法

(

以
下
こ
の
号
中

｢

法｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ

法
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
立
支
援
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
等
を
行
っ
た
者
若

し
く
は
こ
れ
ら
を
使
用
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
行
っ
た
自
立
支
援
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
等
に
関

し
、
報
告
若
し
く
は
当
該
自
立
支
援
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
等
の
提
供
の
記
録
、
帳
簿
書
類
そ
の

他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
る

こ
と

(

実
地
指
導
に
限
る
。)

。

ロ

法
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
つ
い
て
、
指

定
の
取
消
し
等
に
該
当
す
る
と
認
め
る
旨
の
通
知
を
市
町
村
か
ら
受
領
す
る
こ
と

(

法
第
五
十

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

。
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